
議案第４７号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  令和２年６月３日提出 

 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、租税特別措置法が改正されたことに伴い、この条例の一

部を改正するため必要があるからである。 

 

- 1 -



大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第６項及び第７項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加える。 

附 則 

この条例は、令和３年１月１日から施行する。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

１～５ 略 １～５ 略 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条及び第２

６条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第３１条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において「控除後

の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」と、第２６条中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条及び第２

６条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項又は第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額。以下こ

の項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控

除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第２６条中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と

する。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

７ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

７ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一
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新 旧 

世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所

得を有する場合について準用する。この場合

において前項中「法附則第３４条第４項」と

あるのは「法附則第３５条第５項」と、「長

期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所

得の金額」と、「、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条」とあるのは

「又は第３６条」と、「同法第３１条第１

項」とあるのは「同法第３２条第１項」と読

み替えるものとする。 

世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所

得を有する場合について準用する。この場合

において前項中「法附則第３４条第４項」と

あるのは「法附則第３５条第５項」と、「長

期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所

得の金額」と、「、第３５条の２第１項又は

第３６条」とあるのは「又は第３６条」と、

「同法第３１条第１項」とあるのは「同法第

３２条第１項」と読み替えるものとする。 

８～１６略 ８～１６略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

  租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正により、地方税におけ

る低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されたこと

に伴い、国民健康保険税の賦課に関し、大口町国民健康保険税条例（以下「条例」

という。）の一部を改正するものです。 

※長期譲渡所得の特例措置の概要 

  個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等で、その年１月１日

において所有期間が５年を超え、価額が５００万円以下の土地等を譲渡した

場合に、長期譲渡所得から１００万円が控除されるものです。 

 

２ 改正の概要 

 条例附則第６項は、国民健康保険税の所得割の算出方法が規定された条例第３

条（国民健康保険の被保険者に係る所得割額）、第７条（国民健康保険の被保険

者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額）及び第１１条（介護納付金課税

被保険者に係る所得割額）並びに課税軽減額が規定された第２６条（国民健康保

険税の減額）の規定の適用について、長期譲渡所得に係る課税の特例を有する場

合に、条例附則第７項は、短期譲渡所得に係る課税の特例を有する場合に、それ

ぞれ読み替えるものです。 

(1) 附則第６項の改正 

 附則第６項は、「国民健康保険税の所得割額の算出方法の一部」を「長期譲

渡所得の課税の特例」に読み替えています。租税特別措置法の一部改正により

新たに規定された「第３５条の３第１項」を、現行の読み替え規定に加えます。 

(2) 附則第７項の改正 

 附則第７項は、附則第６項の規定を、さらに「短期譲渡所得の課税の特例」

に読み替えています。短期譲渡所得の課税の特例に変更はありませんが、附則
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第６項の改正と同様、租税特別措置法の一部改正により新たに規定された「第

３５条の３第１項」を現行の読み替え規定に加えます。 

 

３ 施行期日 

令和３年１月１日から施行します。 
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